
内航海運業の取引環境改善・生産性向上（商慣習への対応）

○内航海運業の取引環境の更なる改善のためには、改善が必要と思われる商慣行があるとの声があり、「物流革新に向けた

政策パッケージ」（令和５年６月２日我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議決定）も踏まえつつ、商慣行の実態について

把握し、それを改善する必要がある。

②商慣習の改善事例の調査

内航海運における商慣習の改善方策を検討するとともに、
改善事例の業界全体への横展開を図るため、商慣習の改善
事例の調査を行う。

①商慣習の実態調査

内航海運における商慣習を明らかにするため、荷主及び
内航海運業者に対し、商慣習の実態調査を行う。

③調査結果を踏まえた荷主と内航海運業者間での商慣習改善に向けた方策の検討

「内航海運と荷主との連携強化に関する懇談会」や「安定・効率輸送協議会」において、商慣習
の実態や改善事例を荷主及び内航海運業者に対し共有し、関係者間で商慣習の改善方策の検討
を行う。

④商慣習見直し促進のための「内航海運業者と荷主との連携強化のためのガイドライン」の改訂

関係者間で検討した商慣習の改善方策及び商慣習の改善事例を「内航海運業者と荷主との連
携強化のためのガイドライン」に反映し、荷主及び内航海運業者に周知することで、内航海運業
界全体の商慣習見直しを促し、内航海運業の取引環境改善・生産性向上を図る。
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